
令和2年（2020年）4月5日4

■屋内の喫煙ルールが変わります

なくそう！受動喫煙
マナーからルールへ～4月から屋内は原則禁煙です

　改正健康増進法、都受動喫煙防止条例が 4／ 1に全面施行されまし
た。屋内は原則禁煙です。受動喫煙やポイ捨てなどのない、たばこを
吸う人も吸わない人も気持ちよく暮らせるまちを目指しましょう。新

しい喫煙のルールについて、詳細はホームページ（右コード）をご
覧いただくか、お問い合わせください。

問健康推進課健康づくり係（☎5722－9586）

受 動 喫 煙 相 談 セ ン タ ー を 開 設 し ま す
　違反した場合は、行政指導・処分の対象となります。

●屋内は原則禁煙。決められた場所以外では喫煙できません
●基準を満たした喫煙室がある場合、施設と喫煙室の入り口に標識
（下図）を掲示しなければなりません。飲食店は禁煙の場合も掲示
しなければなりません
●喫煙できる場所に、20歳未満の人を立ち入らせてはいけません
●喫煙者は受動喫煙をさせないよう配慮しなければなりません

☎0570－031004
　受動喫煙に関することを何でもお問い合わせください。
　店舗などの喫煙専用室の設置について、専門アドバイザー派遣も行い
ます。ご相談ください。
受付時間　月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く） 9：00～17：00

受動喫煙は体に悪いの？
受動喫煙は肺がんや脳卒中、乳幼児突然死症候
群などのリスクを高め、年間約15,000人が死亡
していると推定されています
入り口に標識を掲示していない飲食店があった
のだけど
標識の掲示は義務となります。状況に応じ、行
政指導・処分を行います
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標識の例。喫煙環境が入り口の標識で分かります

問健康推進課公害保健係（☎5722－9407）

「今さら禁煙したって」と思っていませんか。禁煙は、何歳からでも、
始めた直後から多くのメリットがあります。禁煙治療を開始するかた
へ、治療費の一部を助成します。この機会に、あなたも禁煙にチャレン
ジしませんか。

あなたの禁煙をサポートします
禁煙外来治療費の一部を助成します

助成額　治療費の自己負担額（上限 1万円）
対象　20歳以上の区内在住者
定員　50人（先着）　
申し込 み方法　治療開始前に、申請書（総合庁舎本館 3階健康推進

課、碑文谷保健センター、住区センターなどで配布）を、健
康推進課公害保健係（〒153－8573目黒区役所
〈住所不要〉、Ｆ5722－9329）へ、FAXまたは郵
送。ホームページ（右コード）から申し込み可

自分自身が苦しくなるだけ。健康や
先のことを考えらたら今やめないと

助成制度を利用して、禁煙に成功した片山さん
（区内在住　喫煙歴45年）

　きっかけは、セブ島への旅行でした。空港内が禁煙で、外に出な
いと吸えず驚きました。日本でも吸える場所
がどんどん減っていて、喫煙所探しをストレ
スに感じ、禁煙を決意しました。
　禁煙治療中は、お医者さんの応援と周りの
人の言葉が励みになりました。特に周りの人
に「禁煙している」と伝えることは
自分を追い込む意味でも効果的だと
思います。
　今でも、吸いたくなってしまうこ
とはあるけど、自分の健康や将来の
ことを考えて我慢しています。
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